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）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（抜粋

（開示請求書の記載事項）

第十条 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載するこ

とができる。

一 求める開示の実施の方法

二 事務所における開示（次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施

する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ ）の実施を求める場合。

にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

三 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法（以下単に「写しの送付の

方法」という ）による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨。

２ 前項第一号、第十二条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十七条第一号において「開

示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写

しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項

の規定により行政機関が定める方法をいう。

３ 第一項第二号及び第十二条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ ）と開示を受ける者。

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

（開示請求における本人確認手続等）

第十一条 開示請求をする者は、行政機関の長（法第四十六条の規定により委任を受けた職員

があるときは、当該職員。第二十二条を除き、以下同じ ）に対し、次に掲げる書類のいず。

れかを提示し、又は提出しなければならない。

一 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及

、 、 、び住所又は居所が記載されている運転免許証 健康保険の被保険者証 外国人登録証明書

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十四第一項に規定する住民

基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、

当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合

にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当

と認める書類

２ 開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前

項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及び

その者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し（開示請求をする日前三十日以内に作成さ

れたものに限る ）を行政機関の長に提出すれば足りる。。

、 、３ 法第十二条第二項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には 当該法定代理人は

戸籍謄本その他その資格を証明する書類（開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの

に限る ）を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない。。

４ 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその

資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長（法第二

十一条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長、法第二

十二条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等）に届

け出なければならない。

５ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
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（手数料）

第十八条 法第二十六条第一項の規定により納付しなければならない手数料（以下この条にお

いて単に「手数料」という ）の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政。

文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 三百円

（ ）二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 平成十四年法律第百五十一号

第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場

合 二百二十円

２ 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有

個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、

当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。

一 一の行政文書ファイル（行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成十二

年政令第四十一号）第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう ）にまと。

められた複数の行政文書

二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

３ 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙をはって納付しなければならな

い。

一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合（第三号に掲

げる場合に該当する場合を除く ）。

イ 社会保険庁

ロ 特許庁

ハ その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、

手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報

により公示したもの

二 行政機関又はその部局若しくは機関（前号イからハまでに掲げるものを除く ）の事務。

所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該

行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納

付する場合（次号に掲げる場合に該当する場合を除く ）。

三 第一項第二号に掲げる場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場

合


